
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港会社の維持要件のマニュアル（13）－休眠会社への変更申請 

 

香港会社条例第 5 条により、香港において設立された私的会社は一時的に休業する場合、特別決議

を通過し、会社登記所に特別決議を提出した後、休眠会社になることを宣言することができます。そ

れにより、会社は会社条例の一部の規定を免除し、最小限のコストで維持することができます。 

 

本稿は、休眠を申請する要件、手続きや結果、及び再開する際の要件や手続きについて説明します。 

 

1. 休眠会社とは 

 

法律上、香港において設立された有限会社にとって、「休眠」とは、当該会社が 1 会計年度に会計

取引を行っていないことを指します。「会計取引を行っていないこと」とは、会社の帳簿に記載する必

要のある取引がないことを指します。会社設立の際に株主が支払った登録資本金、及び設立後に

支払った会社の維持のための費用は、会社条例に規定された会計取引ではありません。 

 

「休眠」の定義とは異なり、「業務のない」という用語は法律上の定義がありません。業務のない会

社は休眠会社とは違います。業務のない会社は業務を停止していますが、帳簿に記載されたその

他の会計取引があるかもしれないため、法律上の休眠会社ではありません。休眠会社は、免除で

きる特定の支出項目を除き、会計取引があってはなりません。 

 

2. 休眠会社への理由 

 

会社名の保持、将来のプロジェクトの準備、又は資産や知的財産の保有等、各理由で会社が休眠

会社になる場合はあります。 

 

休眠会社になるもう一つの理由は最小限のコストで業務のない会社を維持することです。会社条例

第 5 条により、休眠会社は以下の免除を受けることができます。 

(1) 年次申告書の提出と年次株主総会の開催（第 663 条と 611 条） 

(2) 監査済み財務諸表の作成と監査人の委任・解雇・退職（第 447 条） 

 

会社の役員が必要と判断する限り、会社は無期限に休眠状態で維持することができます（例えば、

会社の役割は他の者が会社名を使用することを防ぐことである場合）。但し、休眠状態においても、

会社は依然として一部の維持費を支払わなければなりません。。 
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3. 休眠会社への変更手続き 

 

休眠会社になるには、会社は特別決議を通過し、取締役が宣言書を発行して会社登記所に提出し、

休眠会社になることを示す必要があります。 

 

会社条例第 5 条に規定された手続きに従って休眠会社になった会社は、全ての会計取引を行うこ

とができません。即ち、当該会社は会社条例第 373 条に規定された会社帳簿に記載する必要のあ

る取引を行うことができません。帳簿には以下の内容が含まれています。 

(1) 会社の毎日の収支状況の記録及びその関連情報 

(2) 会社の資産及び債務の記録 

 

会社条例第 2 条は、法により支払った費用が会社取引ではないと特に明記されています。 

 

休眠会社は上記の条項に違反した場合、会計取引を行う日から免除を受けることができません。さ

らに、当該取引を知っている、又は知っておくべき全てのの株主及び取締役は、当該取引による債

務に対して個人的に責任を負う必要があります。 

 

4. 休眠会社の役員の責任 

 

休眠会社の役員の職責は、通常の会社の役員の職責と同じです。取締役及び秘書役は、株主又

はメンバーの代わりに会社を管理します。日常業務に加えて、彼らは会議の開催を担当し、申告す

る必要のある表及びその他の書類を期限内に会社登記所に提出することを確保します。 

 

5. 休眠会社の維持責任 

 

休眠会社は法により以下の各項を行う必要があります。 

(1) 最低 1 名の取締役、1 名の株主を維持し、1 つの登録住所を保有する 

(2) 会社の全ての変更を会社登記所に提出する 

(3) 商業登記証を更新し、香港政府に指定された金額の商業登記費を納付する 

(4) 利得税申告書を提出する（税務局が利得税申告書を発行した場合） 

 

6. 休眠状態の終了 

 

休眠会社は事業を再開しようとする場合、宣言書を提出することにより、会社登記所の長官に休眠

状態の終了を申請することができます。 

 

会社は休眠状態を終了する前に、その取締役が会社登記所に宣言書を提出し、会社が会計取引

を行おうとすることを宣言する必要があります。その日から、会社はその休眠状態を正式に終了し、

営業中の会社に適用される規制に該当する必要があります。 
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7. 休眠会社の申請の拒否 

 

会社条例第 5 条は公開会社又は以下の会社のいずれかに適用されません。 

(1) 「銀行業条例」（第 155 章）第 2(1)条に規定する認可機関 

(2) 「保険業条例」（第 41 章）第 2(1)及び(2)条に規定する保険業者 

(3) 「証券先物条例」（第 571 章）第 V 部に従って同法添付表 1 第 1 部第 1 条に規定する規制活

動を経営する資格のある法人 

(4) (3)項に該当し、且つ「証券先物条例」（第 571 章）第 VI 部に規定する関連法人 

(5) 「強制性積立金計画条例」（第 485 章）第 2(1)条に規定する登録された受託者 

(6) (1)～(5)のいずれかに該当する会社の子会社 

(7) (1)～(6)のいずれかに該当した会社でなくなった日から関連する特別決議を通過する日まで五

年を経過しない会社 

 

即ち、公開会社又は上記の各項のいずれかに該当する私的会社は、休眠会社への変更を申請す

ることができません。 

 

8. 休眠会社の解散 

 

休眠会社が不要になった場合、会社登記所に当該会社の登録抹消を申請し、又は任意清算を申

請して会社を解散することができます。会社が負債又はその他の債務がない場合、登録抹消を申

請して会社を解散することができます。会社の資産が負債より多い場合、任意清算を申請して会社

を解散することができます。 

 

関連資料： 

「香港会社設立の手続きと費用」 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/386.html 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 
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